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社会資本整備審議会 第１５回都市計画・歴史的風土分科会 

第１９回都市計画部会 

及び第２７回都市計画基本問題小委員会合同会議 

令和７年２月６日 

 

 

【井浦総務課長】  長らくお待たせいたしました。ただいまから、社会資本整備審議会

第15回都市計画・歴史的風土分科会、第19回都市計画部会及び第27回都市計画基本問題小

委員会合同会議を開催いたします。 

 本日はお忙しいところ、皆様におかれましてはお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。 

 私は、事務局を務めさせていただきます国土交通省都市局総務課長の井浦でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 前回の開催以降ですけれども、委員等に異動がございましたので、簡単ながら紹介させ

ていただきたいと思います。 

 令和６年２月27日付で委員の改選がございまして、藤沢委員が任期満了により退任され、

新たに伊藤委員が就任されました。また、臨時委員及び専門委員につきましては、本年１

月17日付で中川臨時委員が分科会の指名解除となり、黒澤専門委員、中村専門委員、名畑

専門委員、馬場専門委員、村山専門委員、山本専門委員が退任されまして、新たに内田臨

時委員、窪田臨時委員、阿部専門委員、小島専門委員、﨑山専門委員、白井専門委員、高

頭専門委員が就任されました。 

 本日御出席の委員等の御紹介につきましては、多くの方に御出席いただいていることも

ありまして、時間の都合上、お手元の配席図をもって代えさせていただきたいと思います。 

 なお、ウェブでの御出席を含め、本日御出席いただきました委員及び臨時委員につきま

しては、社会資本整備審議会令等に定める定足数を満たしておりますことを御報告申し上

げます。 

 続きまして、事務局の出席者を紹介いたします。 

 都市局長の内田でございます。 

【内田局長】  内田でございます。よろしくお願いいたします。 

【井浦総務課長】  大臣官房審議官の髙橋でございます。 
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【髙橋審議官】  髙橋です。どうぞよろしくお願いします。 

【井浦総務課長】  同じく大臣官房審議官の鎌原でございます。 

【鎌原審議官】  鎌原でございます。よろしくお願いいたします。 

【井浦総務課長】  同じく大臣官房審議官の三浦でございます。 

【三浦審議官】  三浦です。よろしくお願いいたします。 

【井浦総務課長】  大臣官房技術審議官の服部でございます。 

【服部技術審議官】  服部です。よろしくお願いいたします。 

【井浦総務課長】  それでは、都市局長の内田より挨拶を申し上げます。 

【内田局長】  皆さん、おはようございます。都市局長の内田でございます。本日は大

変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。分科会、委員会それぞ

れ久しぶりの開催にもなりますので、冒頭、簡単に最近の都市局関係の近況を御報告させ

ていただきたいと思います。 

 まず、まちづくりGXでございますけれども、令和５年の中間取りまとめを受けまして、

昨年の通常国会で都市緑地法等の一部を改正する法律ということで法律の改正が行われま

して、昨年の11月に施行されました。取りまとめに当たりまして、皆様に大変御熱心に議

論いただきましたことを改めて御礼申し上げたいと思います。 

 また、都市再生も法律の制定から約20年を経過いたしまして、それぞれ制度的な運用の

数等は増えているもの、今後を見据えたときにいろいろ課題も出てきているのではないか

ということで、本日も御参加の野澤先生に座長をお務めいただきまして、都市の個性の確

立と質や価値の向上に関する懇談会というものを昨年の秋から始めております。いろいろ

計画等をつくるにしても、単に計画をつくること自体を目的にするのではなくて、それぞ

れの地域の歴史文化に根差したような都市の個性というものをしっかりと改めて再認識を

していただき、その上でそれぞれのまちの魅力、価値、質というものをどう向上していっ

たらいいのだろうかと、そんな問題意識でこの懇談会を始めているところでございます。 

 また、昨年の能登半島地震、あるいはその後の豪雨対応も都市局で対応している部分が

ございます。液状化対策について直轄で調査をし、助言をさせていただいたりですとか、

あるいは豪雨後、土砂が大量にたまったものの撤去の活動、それらも踏まえました復興ま

ちづくり計画の策定支援のようなことも、それぞれ能登半島の各市町に５名ずつ、地区担

当というものを我々で置きまして、個別に市町から直接、相談をいただけるような体制を

取っているところでございます。 
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 また、今後につきましては、ちょうどこの夏、大阪の関西万博ということで皆さん御認

識があろうかと思いますが、実は我々関係では、２年後の2027年３月から、横浜の上瀬谷

地区で国際園芸博覧会が開催されます。平成２年に大阪で行われました花博と同じような

位置づけのものを久しぶりに日本で開催するということで、そこの準備に向けましても

我々取り組んでいるところでございます。またいろんな機会を通じて御助言等いただけれ

ばと思っているところでございます。 

 以上、簡単に近況を申し上げました。 

 今日は特にあらかじめテーマを絞るということはなく、これから考えていくべき都市政

策について、委員の皆様からフリーディスカッションという形で、忌憚のない御意見をい

ただければと思っております。限られた時間ではございますけれども、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

【井浦総務課長】  ありがとうございました。 

 資料でございますけれども、お手元に議事次第、座席表、出欠リスト、配付資料一覧と

ともに、資料１－１から７までをお配りしております。御確認いただきまして、過不足が

ございましたら事務局までお申しつけください。 

 本日は速記業者による記録とteams上の録画・記録機能を使用いたしますので、あらかじ

め御了承いただきますようお願い申し上げます。 

 それでは、これより議事に入ります。プレスの方におかれましては、カメラ撮りはこれ

以降御遠慮いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以降の議事進行につきましては、分科会長兼部会長兼小委員会長にお願いできればと思

います。よろしくお願いいたします。 

【○○分科会長】  皆さん、おはようございます。御指名いただきました○○でござい

ます。議事の進行をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 前回までの小委員会、今ちょうど内田局長さんから御説明ございましたとおり、「まちづ

くりGX」の実現に向けた取組、都市緑地法の改正ということでおまとめいただきましたと

いうことです。本日からは、この会議は都市計画に起因し、または関連する基本的かつ構

造的な諸問題について、新たに議論していただければと思います。 

 本日は分科会、部会、小委員会の３つの会議を一括して合同会議となります。部会又は

小委員会に御所属でない方もいらっしゃいますけれども、御所属に関わらず、ぜひ御審議

に参加いただければと思います。 
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 議事ですが、議事次第に３つございますけれども、このうちの「（１）都市行政をめぐる

最近の状況」についてですが、こちらは委員の皆様に事務局よりあらかじめ資料を送付さ

せていただいております。時間の都合もありますので、こちらの説明は割愛させていただ

きます。事務局の説明資料に対する御質問、御意見等につきましては、最後にまとめてお

時間を用意させていただきます。 

 続きまして、議事の「（２）各都市等における都市政策の動向や取組について」というこ

とで、○○専門委員、○○専門委員、○○専門委員の順で御説明をお願いいたします。ま

ずは、○○専門委員より御説明をお願いいたします。 

【○○専門委員】  群馬県の都市計画課長の○○と申します。今日はよろしくお願いい

たします。群馬県からは資料４を説明させていただきます。 

 まず、簡単に群馬県の紹介というページになっておりまして、左上に群馬県の基本政策、

いわゆる新総合計画を定めておりますが、基本理念としまして、「すべての県民が、誰一人

取り残されることなく、自ら思い描く人生を生き、幸福を実感できる自立分散型社会の実

現」としておりまして、「目指すは『快疎』な群馬県」という、ちょっと変わった言葉を使

っております。この快疎というのは、一応解釈としては、ニューノーマルでは空間的に広

く、密ではない地域のニーズが高まってきている。ちょっと前の考えかもしれませんけど、

そういうことでして、ゆとりある生活空間が安全安心のベースとなり、ほかにない価値を

持ち、人々を引きつけるという願いを込めております。 

 政策１としましては「県民の幸福度向上」、政策２としましては「新群馬の創造」としま

して、リトリートの聖地、クリエイティブの発信源、レジリエンスの拠点ということを目

指している。それから、政策３としましては「群馬モデルの発信」としまして、群馬を開

く。それは多様な人を受け入れるということ。それから、群馬でつくるということで、世

界に先駆けて新たな課題を解決に導く、挑戦するということを記載してございます。 

 それから、左下に人口・高齢化率の推移とありますが、これは全国の地方都市では一般

的な傾向ではございますが、群馬県でも平成12年に人口200万人をピークにしまして、人口

減少が始まってきています。予測では令和17年に167万人になって、令和27年には高齢化率

が40％に達するだろうという予測を立てております。 

 右側に群馬県の都市計画区域の状況というものを図で示しておりますが、県の面積は約

64万ヘクタールで、都市計画区域として定めている面積は約20万ヘクタール、県土の32％

に当たります。この32％の県土に人口の95％が住んでいるという状況でございます。この
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うち線引きしている区域が約９万ヘクタール、非線引きが11万ヘクタールとなっておりま

して、約半数ずつということになっております。 

 次のページをめくっていただきますと、群馬県のこれまでの都市づくりの経過というこ

とでグラフ化しております。1965年あたりからずっと人口密度とか人口、特にDID人口密度

をグラフ化してございますが、一番下に全国的な法律制度改正で群馬県における条例等の

変化というものを示しておりますが、特徴的なのは、人口が減り始める頃までは群馬県も

郊外の市街地開発というものが増えていた。それは自家用車の急激な普及というものが相

まっているかなと見ております。 

 その後、人口が減り始める頃に、実は群馬県は郊外の住宅系市街化編入の増加があった

りとか、あとは一方で、ちょっと大きな市の開発許可の条例の個別運用が始まってきてい

るということがあったりしまして、人口は減り始めているのに市街化区域の住居系の拡大

とか、開発許可での調整区域への２次見直しというものが生じている特徴があって、DID人

口密度は減ってきているというのが問題かなと思っております。今でも平野部では郊外開

発というのが依然として圧力が強くて、線引きに関していいますと、産業系の企業の進出

という意欲が結構ありまして、線引きは今のところ、どちらかというと工業系の線引きが

多くなっているというのが特徴かなと思っております。 

 次のページに、これは平成22年から令和２年までの人口増減率というのを、ちょっと見

にくいのですけども、棒グラフにしております。赤い色が人口の増加率が高いところで、

青い、ちょっと暗い色が減っているのが多いところとなっております。特徴的なところで

いうと、今日、○○先生もいらっしゃいますけど、高崎駅周辺はマンションラッシュが起

こっている。そのせいで人口がかなり増えている。それから、各都市の中心部、駅周辺で

人口が減ってきているというのが見て取れます。あとは、市街化調整区域でも市街化区域

の縁辺部で人が増えているという傾向が見て取れるかなと思っております。 

 次のページを見ていただきますと、これも今と同じような傾向を少し違う視点で示して

おりますが、住宅の新築動向というのがありますが、ここのところ、白地地域とか、あと

は調整区域でも若干増えているというような、やっぱり縁辺部で増えている傾向が見て取

れます。 

 一方、右側に、これはどの都県でも同じですけども、空き家数は一貫して増加傾向であ

る。 

 それから、下に開発許可制度の運用というのがありますけども、これは前橋市の事例で
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ございますが、平成16年４月に34条11号の運用を開始したところ、これを境に許可件数が

一気に増加しているということを示してございます。 

 次のページに、こういった動きを捉えて、群馬県の都市計画の問題意識というものをち

ょっと考えておりまして、群馬県は人口減少と高齢化の同時進行への対応としまして、平

成24年９月に「ぐんま“まちづくり”ビジョン」というのを策定しております。この肝と

しましては、個別最適から全体最適、それから「まちのまとまり」というキーワードをつ

くりまして、まちのまとまりを意識した政策をしていこうということをうたっております。

それから、まちのまとまりを公共交通でつないでいきましょう、県と市町村の役割分担を

しっかりやっていきましょうということで、このビジョンに基づきまして、今のところ、

県の都市行政は行っていると認識しております。 

 一番右側に役割分担というものを赤いラインで示しておりますが、市町村は街なかをや

っていきましょう。県は広域連携や調整をしていきます。２番目としまして、県は、都市

計画法に基づく区域マスタープランを広域都市圏で策定していきます。３番目としまして、

県と市町村で人口減少を前提とした土地利用のルール、特に郊外開発の在り方を整理しま

しょうということをうたっております。 

 次のページにこの方針に基づいて幾つか事例がございまして、まず広域区域マスでござ

いますが、先ほど見ていただきましたように、群馬県も区域がいっぱいあるものですから、

それを一々１個１個区域マスをつくっていていると、とても広域的な指導はできないとい

うことで、このまちづくりビジョンに基づきまして、県の区域を４区域に分けております。 

 左のこの図がそうですけども、色の濃いところが都市計画区域になっております。右側

に広域区域マスのねらいというふうに書いておりますが、まず広域的視点からの方針を明

確にできるということ。あと、これは当たり前になってしまうのですけど、市町村マスタ

ープランの範囲が都市計画区域マスタープランより広いという、ちょっと変な状態を解消

できる。それから、広域的視点で策定することによりまして、広域都市計画圏内の市町村

が協議・調整する枠組みを設定することが期待できるのではないかと考えております。 

 それから、下にちょっと書いておりますが、区域区分の決定の方針がこういう書きっぷ

りになっておりまして、実は普通は定める定めないという２区分にするのが普通なんです

けど、群馬県の場合は区域区分を要する要しないというふうに判断をまずしまして、その

中でも定める。今は定めないけども、次の５年の間に区域区分を検討するか、もしくは区

域区分に相当するような土地利用規制を各区域で考えてくださいというメッセージを出し
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ています。これは県央広域圏の書きっぷりの事例になります。ほとんどはまだ拡大傾向が

危惧されるというふうに考えておりまして、何らかの土地利用規制をしてくださいという

メッセージをここに込めています。 

 まず、人口フレームが区域拡大、市街化区域編入の際には問われてきますが、群馬県で

は広域圏一帯で人口フレームを管理するという特徴がございます。今、交流フレームが取

れているのは県央区域だけで、東毛広域圏のほうはフレームがないという状況になってい

まして、基本的には住居系の市街化編入はしないというふうに考えています。 

 次のページにいきまして、（２）として郊外土地利用のあり方検討会というものになりま

す。これは今日出席されている○○先生にもかなりお世話になりましてまとめたものにな

りますが、これは今見ていただいているのは市街化調整区域における在り方というもので

ございます。これポイントとしましては、県と市町村共同で考えていったというのがポイ

ントかなと思っておりまして、そういう意味では広域連携かなと思っています。 

 このガイドラインのポイントとしましては、まちのまとまりをどこにするかというもの

をまず示しておりまして、基幹集落など、あとは公共交通で到達できる部分というところ

をまちのまとまりと選定をしている。誘導するエリアを限定して、「地区計画制度」の活用

と、あと開発許可制度の運用の見直しをセットで取り組むとしております。今のところ、

これを使って館林広域圏の市町で活用を進めている事例が出てきているということです。 

 課題としては、調整区域にある駅周辺についてなかなか進まなかったり、あとは開発許

可制度を独自運用している市では活用が進んでないというのが課題かなと思っています。 

 次のページにいきます。３番としまして、防災指針策定ガイドラインというのを群馬県

では今つくっておりまして、これの背景としますと、左上にありますように、市町村にお

ける防災指針検討の課題というのがあります。 

 そういうことで、群馬県としては市町村の疑問に応えられるように、特に多段階水害リ

スク評価というのをやっておりまして、流域というのは市町村境界に関係なくということ

なので、群馬県でリスクパターンをつくりまして、市町村へ提供して、市町村が防災指針

策定における参考とするというふうに考えております。 

 次のページに概要の、リスクのちょっと細かい話ですが、捉えて記載しております。 

 ちょっと時間も押しちゃったので、次のページにいきまして、あと館林広域圏ですけれ

ども、広域立適の方針というのがあります。これももともとは、館林圏域というのは１市

４町で昔から生活圏としていろんな連携が行われていまして、ここは館林市発意で群馬県
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も委員に加わって、これも○○先生にも入ってもらったのですが、まず各市町で立適をつ

くる前に広域立適の方針をつくって、各市町がやっていくということでございます。 

 成果と課題が下に記載してございますが、課題としましては、進行管理にありますよう

に、都市圏としての達成状況評価というのがなかなかないというのがあるかなと思ってお

ります。 

 ２ページほど飛ばしまして、最後に「広域連携・調整」の課題という、群馬県としてこ

ういうものがあるなと思っているのがございます。特に立適に関していいますと、群馬県

のほうの調整能力を発揮する権限が少ないかなと思っておりまして、あとは立適をつくっ

ても公共施設の統合とか見直しが進まないというのがちょっと課題かなと思っています。

あとは広域立適をつくっても、どうしても大規模商業施設というのは立地する傾向がある

ので、そこは既存の商業に影響が出ないような工夫もしてございます。 

 右側にいって、あとは区域間の調整ですけれども、平成の大合併のときに区域統合とい

う話もありましたが、なかなかそれすら進んでないというのがあります。 

 あとは、右下にまちのまとまりづくりは市町村がするとなっていますが、市町村長の意

思とか、あともともとの職員の実力不足というのがあったりして、一生懸命やっている人、

そうでないところの差が出てきているかなというのは感じております。 

 群馬県からは以上でございます。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。後で委員の皆様から意見をいただく

時間を確保したいので、すみません、割と端折って御説明いただいたかも分かりませんが、

時間の管理、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。御質問、御意見等につ

きましては後ほどまとめていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、○○専門委員より御説明をお願いいたします。 

【○○専門委員】  神戸市都市局の○○でございます。よろしくお願いいたします。私

からは本市におけます最近の都市政策の取組としまして、都心・三宮で進めている再整備

を中心に御紹介をさせていただきます。 

 ２ページが神戸市の地図になっております。六甲山系の南側に市街地が形成されており

まして、その後、鉄道沿線にニュータウンが整備されてきております。クリーム色の市街

化区域は市域の大体３分の１で、そこに人口の98％が暮らしておりまして、コンパクトな

都市構造をつくっております。空港の国際化等も控えておりますので、国際競争力を高め

るために今、都心の再整備というのに取り組んでございます。 
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 次のページですけども、神戸の都心というのは赤い線で囲んでいる範囲でございまして、

海と山に挟まれた大体南北２キロ、東西３キロ程度のエリアになっております。再整備を

するに当たりましては、まず都心の未来の姿というのを市民の皆さんと一緒に議論いたし

まして、2015年に将来ビジョンというのを作成しました。あわせて、最大のターミナルで

あります三宮周辺地区では、再整備基本構想というのを策定してございます。 

 次のページが三宮駅の周辺の図になっております。三宮駅には６つの鉄道駅がございま

して、これらが一つの大きな駅となるような空間をつくっていこうということで、「えき≈

まち空間」と名づけて整備をしていくこととしております。その核となるのが三宮のクロ

ススクエアというものでございます。現在の駅前というのは地上レベルで幹線道路が交差

しておりまして、車のための空間が大部分となっておりますので、この黄色い十字の部分

を人と公共交通優先の空間に変えていこうということで考えております。これによりまし

て、道路によって分断されている駅と周辺のまちとのつながりをよくするということと、

あわせて神戸の玄関口にふさわしい象徴となる空間の創出というのを目指してございます。 

 次のページが取組状況になってございます。まず、初めに整備が完了いたしましたのは

JR三宮駅の北西側の神戸三宮阪急ビル、それからサンキタ通りでございまして、2021年４

月にリニューアルオープンをしてございます。駅の南側では新駅ビルとクロススクエアの

第１段階の整備というのが、また東側ではバスターミナル等が入る雲井通５丁目再開発事

業がそれぞれ進んでございます。また、ウォーターフロントエリアでも再整備を進めてお

りまして、この２つのエリアをつなぐ税関線、あるいはその中間部にある市役所の本庁舎

２号館の再整備にも取り組んでございます。 

 次のページからは、個々の施策につきまして、代表的なものに絞って御紹介をさせてい

ただきます。 

 まず、三宮のクロススクエアございます。先ほども御説明いたしましたように、現在の

駅前というのは、左の写真のように幹線道路が交差しておりまして、人のための滞留空間

というのが不足してございます。特に東西方向の幹線道路というのは都心に用事のない通

過交通が約半数を占めておりますので、これらを外周道路に誘導して、駅前の空間を車中

心から人中心に、段階的に転換するということにしてございます。 

 次のページですけども、クロススクエアというのは段階的に交差点の東のほうから整備

を行おうということにしております。第１段階といたしまして、車道を最大10車線から６

車線まで削減いたしまして、駅前に広場空間を創出いたします。さらに第２段階といたし
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まして、６車線から３車線に削減して、広場空間を拡充するということを考えてございま

す。 

 次のページが現在までの取組状況になってございます。まず、通過交通を外周道路に誘

導するために、東側、右側にある春日野交差点という交差点で浜手側に向かう車線を増や

して、それを直進化して、駅に向かう中央幹線を右折化するという交差点改良を2023年11

月に行っております。また、クロススクエアの第１段階の場所につきましては、左上の写

真にありますように、JRの新駅ビルなどの工事ヤードを確保するということで、既に10車

線から６車線に削減した状態となっておりまして、交通の状況を調査しているところでご

ざいます。 

 ９ページが、クロススクエア第１段階の東側のところのイメージパースになっておりま

す。創出された広場空間というのは、人のための居心地のいい空間にしていきたいと考え

ておりまして、その空間の利活用、管理運営を行うエリアマネジメントの検討を進めてご

ざいます。 

 次のページですけども、駅周辺の地権者を中心として22の企業の方々とクロススクエア

のにぎわい創出に向けた勉強会、あるいは社会実験を実施しておりまして、民間主導で公

共空間を利活用する仕組み等の検討を行ってございます。 

 続きまして、11ページからは、整備が先行しております阪急神戸三宮駅北側エリアの御

紹介をさせていただきます。JRの西側にある阪急の駅ビルの建て替えと高架下のリニュー

アルにあわせまして、駅の北側の広場や道路の再整備を行いました。 

 次のページが整備前の写真になってございます。これは駅の北側から撮影しておりまし

て、中央の白い神戸三宮阪急ビルの建て替えにあわせまして、その手前にある広場の再整

備、それからその奥にあるサンキタ通りの歩行者中心の空間への再整備などを行っており

ます。 

 次の13ページが整備後の写真になってございます。サンキタ広場のデザインについては、

コンペで応募された220点の作品の中から選んでおります。周りの建物の壁面に大型ビジ

ョンとか、デジタルサイネージも設置されておりまして、待ち合わせとかにぎわいの場と

して利用されてございます。それから、奥の線路沿いのサンキタ通りも広場と一体的なデ

ザインとしてございます。 

 次の14ページがサンキタ通りの整備前の写真になっております。一般車が無秩序に駐停

車しておりまして、特に写真の右側の高架沿いの歩道が狭く歩きにくいという課題がござ
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いました。 

 次の15ページが整備後の写真になっております。左側が高架下になりますけども、道路

空間というのは、ウォーカブルな空間となりますように交通規制を変更して、昼間の荷さ

ばき車両以外は通行止めとして、歩道と車道の段差もなくしてございます。それから、高

架沿いの歩道上にテラスというので利用されておりますけども、これは歩行者利便増進道

路制度、いわゆるほこみち制度を活用した取組になっております。それから、この写真に

は写っていませんけども、駅の西口の高架下の民間敷地部分については、一体型滞在快適

性等向上事業というのを活用しまして、サンキタ通りと同じデザインにしつらえまして、

道路の一体的なオープンスペースとして活用するということで、税制の特例というのを受

けてございます。これらによりまして、沿道建築物と道路空間が一体となったにぎわいを

創出してございます。 

 それから次のページで、広場、通りの活用やその運営の在り方について、官民で組織す

る実行委員会で活発な議論が行われてございます。実行委員会の事務局については、組織

として一般社団法人サンキタというのが設立されて、エリアマネジメントを推進してござ

います。 

 次の17ページですけれども、サンキタ広場では実行委員会が主体になりまして、音楽と

かダンス、アートなど様々なイベントプログラムを実験的に実施してございます。2023年

７月からは一般利用が開始されておりまして、広場利用料というのをエリアマネジメント

の財源としても活用されてございます。このような民間事業者が参加してエリア価値を高

めるという取組を、三宮のほかのエリア、あるいは神戸を含めた三宮以外のエリアでも広

げていくということが、これからのまちづくりには重要でないかと考えてございますけれ

ども、担い手となる事業者ですとか、それをどう見つけるか、それから財源等をどう確保

するのか、こういったところに解決すべき課題が多いと感じてございます。 

 18ページからは、新たなバスターミナルの整備について御紹介をいたします。現在、中・

長距離のバス停というのが赤い印のところに点在しておりまして、１日1,700便が発着し

ておりますけれども、これらを集約しようというものでございます。バスターミナルはⅠ

期とⅡ期に分けて整備をいたします。 

 次の19ページで、Ⅰ期というのは、2019年度に事業者からの都市計画提案に基づきまし

て、都市再生特別地区と第一種市街地再開発事業の都市計画決定を行っておりまして、昨

年７月から新築工事に着手してございます。バスターミナル部分につきましては、国の直
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轄道路事業として事業化されてございます。 

 次のページがⅠ期ビルのイメージパースになってございます。えき≈まち空間全体で景

観デザインコードというのを定めておりまして、それを踏まえたデザインとなってござい

ます。 

 次のページですけれども、バスターミナルのほかにもホールとか図書館、ホテル、オフ

ィスなどが合わさった複合ビルになる予定になってございます。 

 ここまでが現在進行中の市街地再開発事業の状況ですけども、実は三宮周辺におきまし

ては、別の場所で、1970年代に市街地改造事業等で建てられました区分所有の商業ビルに

つきまして、再々開発の検討も始めてございます。そちらではいろんな制度面の工夫など

も必要だなと感じてございます。 

 22ページですけれども、ここまでは都心・三宮の再整備について御紹介してきましたけ

ども、本市におきましては都心部には働く場やにぎわいの場というのを誘導いたしまして、

居住機能は抑制をしながら、郊外において駅周辺のリノベーションなどを行って、まち・

暮らしの質を高めて人口を誘引するということで、市全体の活性化というのを図っていき

たいと考えてございます。 

 23ページですけども、都心では特別用途地区を活用いたしまして、三宮駅周辺の濃い青

色の都心機能高度集積地区では、住宅系用途の建築というのを禁止しております。水色の

都心機能活性化地区では、住宅系用途の容積率を400％に制限するということで、いわゆる

タワーマンションの立地というのを抑制してございます。 

 最後、24ページですけども、あわせて郊外のほうでは駅というのが地域を印象づける顔

となりますので、都市構造再編集中支援事業などを活用いたしましてリノベーションに取

り組んでございます。これらによりまして、都心だけでなく、市全体の持続的な発展に向

けたまちづくりを進めていきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、○○専門委員より長岡のお話をいただければと思いますが、よ

ろしくお願いいたします。 

【○○専門委員】  長岡市役所の中心市街地を担当しております○○と申します。それ

では、長岡市の中心市街地の取組ということで御紹介いたします。 

 まず、表紙を御覧いただきまして、こちらが長岡市の中心市街地で、手前に上越新幹線
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と在来線のJR長岡駅、奥のほうに長岡花火を打ち上げる信濃川の河川敷が写っております。

上の帯の「みんなが創るまちなかの価値」というのは認定の中心市街地活性化基本計画の

目標で、２期から現在の３期、来年度から予定している４期の共通の目標となっています。

写真中央部のぼかしがかかっているあたりが約96ヘクタールの認定中活区域で、おおむね、

かつてここにありました長岡城と城下町の範囲です。全く面影がありませんが、400年前に

長岡城築城とともに開かれた城下町です。駅の中央部が本丸の跡で、そこから城内とまち

を隔てる町口御門までの間が今のメインストリートで、写真で縦のほうに延びている道路

です。そこの中心部に、昭和の末期までは直轄国道の８号と17号が交差する交差点があり、

中活エリアはそこの交差点からおおむね500メートルの歩いて回れる範囲となっておりま

す。 

 １枚めくっていただきまして、人口につきましては、今おおむね25万人ほどですが、毎

年二、三千人ずつの減少が続いています。市域は900平方キロメートルですが、その半分は

森林となっております。 

 次のページで、主な産業といたしましては、石油産業から始まった製造業や機械工業と、

信濃川沿川に広がる平野での稲作を中心とした農業の両輪です。 

 都市計画につきましては、次のスライドになりますが、合併で広くなった中に非線引き

が２、線引き１の計３つの都市計画区域がありまして、その中でスライドのとおり、当初

の都市計画マスタープランから順次コンパクトなまちづくり、言葉としてはなかったので

すが、コンパクトなまちづくりを目指し、市域の拡大後も都市計画区域外を含めた拠点を

ネットワークで結ぶコンパクト・プラス・ネットワークの都市計画を続けています。市街

地の大半が信濃川の浸水域となっていまして、一部には土砂災害リスクもあり、令和５年

には立地適正化計画に防災指針を追加しています。 

 次のページです。市の歴史となりますが、主に中心市街地の歴史ですけど、市街地は幕

末の北越、戊辰戦争と２次大戦の長岡空襲で２回焼失し、その都度つくり直してきており

ます。 

 そういったこともあって、スライド６を見ていただきますと、長岡城がそのまま中心市

街地となったということで、この辺りは400年間変わらず地域の中心であったということ

になります。 

 そういったこともありますので、次のページのように、上越新幹線の開業などもあり、

昭和の終わりぐらいまでは非常ににぎわっていたのですけども、バイパス整備ですとか市
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街地の拡大、郊外化によりまして中心市街地の空洞化が進み、街なかはかなり急速に活力

を失ってまいりまして、例えば次のスライドにありますように、大規模店舗として８店舗

ありましたが、全て一旦閉じました。そんな状態になっています。 

 こういったことに対して、９ページにありますように、持続的なまちを未来につなぐた

め、長岡の顔である中心市街地の活力再生に取り組んでおります。その際に、撤退した大

規模店を活用し、街なかの活力として必要な機能について実証実験に取り組むなど、効果

的な政策の検証を進めるとともに、有識者からの提言もいただきまして、「まちなか型公共

サービス」の展開等、市民協働によるまちづくりということで着手しております。また、

その後、中越地震もありましたので、復興を終えた後に、平成20年から長岡市中心市街地

活性化基本計画に基づきまして、市街地再開発事業等によるまちなかの機能更新と、まち

なかでの活動を支援するソフト事業に取り組み、コロナ禍を終わったところで、ようやく

街なかはまた活気を取戻しつつあるという状態です。 

 次の10ページ目が今の状態でございます。アオーレ長岡などの公共施設を利用する市民

活動に加えまして、産業支援を主眼とした初代の公共図書館が街なかにありましたが、そ

の伝統を引き継ぐ互尊文庫、あるいは市内４大学１高専と市内企業、金融、産業支援機関

が活動するNaDeC BASE、首都圏などと同条件で企業が雇用しているリモートワークNAGAOKA 

WORKER あるいは街なかを楽しむ若者たちの活動でまちなか文化祭、あるいは歩道の有効

活用まちカフェなど、若者や商店街による取組や企業の活動などの動きが見えてきており

ます。こういった流れを拡大し、町なかをイノベーションによる産業創造や都市型産業の

集積により、地域を支える経済活動の場となるように継続して取り組んでいるところでご

ざいます。 

 次、めくっていただきますが、こちらが今まさに再開発を進めている米百俵プレイスミ

ライエ長岡の状態ですが、左側の西館は先行オープンしておりまして、今、右側の東館の

工事を進めております。市内の企業と４大学１高専の活動の場、金融機関などの産業支援

機関、商工会議所、市の商工部局、民間の事業所が同居する複合施設となります。 

 次のページのように、国づくりは人づくりという長岡の米百俵の精神を受け継ぎ、子供

たちの学びの場、中高生の活動の場、大学や産業界の交流の場に市民誰もがくつろげる図

書館が複合することで、未来を担う人づくりと持続する地域のための産業振興と人づくり、

イノベーションを支えるワンストップ支援の拠点となることを目指しています。 

 次のページが先行オープンしたミライエの様子ですが、ベースは図書館としており、そ
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の中でお互いの活動が見える自由度の高い空間で、様々な活動が展開されてきております。 

 次のページが、先ほど言った高等教育機関、と市、産業界の連携を図るNaDeC構想という

ことになります。長岡市内には工学系の長岡技術科学大学と長岡高専、看護の長岡崇徳大

学、これは長岡市立になりますがデザインの長岡造形大学、経済や文系大学の長岡大学の

４大学と１高専がありまして、それがつながり、産官金との連携を目指すもので、これも

ミライエ長岡に拠点を置いております。NaDeC BASEにつきましては、こちらにつきまして

も施設整備に先立ち実証実験を進めておりまして、施設オープンのときにはその機能を発

揮できるように取り組んでいます。右下は先行実験のときの様子でございます。中には会

員制のコワーキングスペースなどもありまして、現在582人が登録していて、年間300件ほ

どを超えるような企業相談なども受けている施設となっております。 

 その一つがNaDeC構想に基づく起業家支援のプログラムとして、ファーストペンギンプ

ログラムというものを進めております。こちらはベンチャースピリットを持って挑戦する

起業家を応援する一連のプログラムとなっておりまして、起業家精神の醸成、それから起

業、さらに成長のサポートを段階的に進めていくものでございます。 

 次のスライドにありますように、今現在把握しているだけで学生起業としては22社、こ

ちらは市の補助金を使ったということで把握していますので、このほかにもあるかもしれ

ないということです。 

 その次の17ページですが、こちらはNAGAOKA WORKERでございます。地方で働く一つの形

として、大都市圏と同じ条件で地方で勤務するもので、USEN-NEXT HOLDINGSさんなど賛同

企業66社のほうで、ワーカーが今、一昨年末で57名、今年で69名になるという見通しで、

４月採用にこだわらず随時雇用しております。仕事につきましても、中心市街地のコワー

キングスペースなどで勤務し、最大の人数を実際に雇用しているUSEN-NEXT HOLDINGSさん

のお話を聞きますと、現在のところ離職者がいないという状態になっていると聞いており

ます。 

 18ページ、次のスライドを御覧いただきますと、先ほど御紹介したミライエ長岡の事業

所も含めまして、中心市街地にサテライトオフィスを置く企業が増えてきております。昨

年もリコーさんが郊外にあった営業拠点を中心市街地に移し、ショールームのような形で

事務所を開くなど、そういった仕事の場としての中心市街地の姿もようやく見えてきたか

なと考えているところです。 

 そういった中で次のページ、19ページを御覧いただきますと、多様な人たちが集い活動
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する場となることで、中心市街地が新たな都市型産業の集積地となって、市の全体の活力

を高める拠点となるように、イノベーションが起こりやすい「イノベーション地区」の創

設に向けまして、東京大学不動産イノベーション研究センター、内閣府さんと研究連携協

定を締結して取り組んでいます。このイノベーション地区の研究機関でありますGIIDの研

究員さんが、昨年度末に長岡を訪れてミライエを視察された際に、人を引きつける力のあ

るすばらしい場所で、イノベーションはこういう場所で起こるという評価をいただいて、

そういうところも翌日の会議で発表されていったと聞いておりますので、市としましては

来年秋のミライエ長岡全館オープンに向けまして、これらの取組をさらに広げていきたい

ということで続けているところです。 

 最後ですが、JR長岡駅は地域の公共交通の結節点で、中心市街地は市内どこからでも通

勤しやすい場所にあります。本日私も新幹線で来ましたけど、大体90分ぐらいで首都圏と

つながっております。また、市内から車を走らせれば、市内各地の地域の拠点まで30分程

度でつながっておりますし、海や山は市街地から１時間もかからないような立地になって

います。そういったことで、長岡花火というのは皆さん割と御存じかもしれないですが、

都市的な生活をしながら余暇を近隣で過ごす、自然豊かな郊外で生活しながら市街地に勤

務するなど、多様なライフスタイルに沿った生活環境を選べるように、長岡の魅力を広げ

ていくような中心市街地にしていきたいということで取組を続けているところでございま

す。 

 簡単ですが、説明は以上です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。３委員とも短い時間の中で非常に充

実したお話を提供いただきまして、どうもありがとうございました。 

 それでは、今から議事の３番目、（３）になりますけれども、委員による意見交換という

ことになります。ただいまの○○専門委員、○○専門委員、○○専門委員の御説明、それ

から議事の（１）事務局からの説明資料、これら全体に対してどこからでも結構ですので、

御意見、御質問等いただければと思います。 

 順番ですが、まず今日欠席いただいている○○委員からコメントを預かっていますので、

最初にその御紹介をいただくということと、あと最初でございますし、委員の皆さんから

コメントいただきたいということもあって、会場の委員の方からも順番に発言をお願いし

たいと思っています。○○委員から順番にざっとお話しいただき、最後にオンラインで○

○委員にお願いしたいと思います。 
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 時間制約が結構ございまして申し訳ありませんが、事務局から御回答いただく時間も考

えると、お一人持ち時間大体３分ぐらいかなと思っています。うまくいけば２回目の御発

言をいただける可能性があるかなと思いますので、御意見等うまくまとめていただけます

ようお願いいたします。 

 それでは、事務局から最初に○○委員のコメントをいただければと思います。お願いし

ます。 

【坂崎企画専門官】  事務局、都市局都市計画課の坂崎です。○○委員より、資料３、

31ページの論点１から５についてコメントをいただいておりますので、代読いたします。 

 まず、１つ目、都市再生・地方創生について。一口に地方といっても、中核都市、地方

都市の中でも線引きの有無などで、それぞれに課題やポテンシャルは異なると考えられ、

まずはそうした都市の規模や立地に応じた課題とポテンシャルの整理が必要。その上で、

自治体単独ないしは中小の圏域で検討すべき取組と、大都市圏等との広域連携のもとで検

討すべき取組との整理が必要。前者の例としては、食料の自給自足的な半閉鎖形システム

やエネルギーの小規模グリッドの形成等に基づく持続的な圏域の形成が挙げられる。後者

の例としては、大都市や地方中核都市における開発等における公共貢献のオフサイト誘導

などが挙げられる。今後これを持続的な圏域の形成という文脈で読み解いていくことが必

要。 

 ２つ目の持続可能でレジリエントなまちづくりについて。抜本的には計画という行為の

見直し、再定義が必要。従来の概念を覆すアジャイルな計画とはどうあるべきかが模索さ

れる必要がある。その際には、暫定性・動的可変性や、混在を旨とした新たな計画体系を

議論することも必要。食料の自給自足的なシステムやエネルギーの小規模グリッドの形成

などに基づく持続的な圏域の形成は、こうしたまちづくりのヒントにもなる。 

 ３つ目のウェルビーイング等の向上や人中心のまちづくりについて。まず、ウォーカブ

ルを居心地がよい、歩きたくなるとして考えるだけでよいのか。物理的に歩ける、歩くこ

とでしか得られない機会や情報があるといった、必ずしも居心地がよく快適とは限らない

概念までも視野に入れるのか問われる。ウェルビーイングにしても、それに関わる措置に

ついて広義、長期的に本当にプラスとなるのか、発生が予測されるマイナスをどう対処す

るのかなど、慎重な議論が必要。 

 ４つ目の歴史・文化・景観などの地域資源を生かしたまちづくりについて。まずはそれ

が何のためか、誰のためかを慎重に考える必要がある。観光振興は目的の一つにはなるか
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もしれないが、そこに直結させるのは危険であり、将来に多大な負債を残すことにもなり

かねない。例えば高齢者福祉施設や子育て支援施設などを中心市街地の空き家となった古

民家等を活用して立地させるといった、地域住民の福利に根差したまちづくりの文脈に落

とし込む必要がある。 

 ５つ目、広域的な視点でのまちづくりについて。食料の自給自足的なシステムやエネル

ギーの小規模グリッドの形成がまずは問われる。日常的な持続性とともに、大規模災害に

強いレジリエントな圏域の形成を考えた場合、こうした観点は特に重要。さらに広域連携

による自治体間の役割分担と、公共施設等の重複の回避による効率的な自治体運営も考慮

する必要がある。 

 時間の都合上、コメントの一部となりますが、以上となります。 

【○○分科会長】  何かもうまとめていただいているような感じですけど、ありがとう

ございます。 

 それでは、○○委員さんからお願いできますでしょうか。 

【○○臨時委員】  ありがとうございます。私からは３点ございます。 

 まず、１点目は、今日、群馬県さんのお話がありましたように、根本的に線引きの隣に

非線引きがあるなどの、都市圏としては一体性があるのにもかかわらず、土地利用規制の

強度の不連続性というものに対してどうしていくかというところで、非線引きという存在

そのものをちゃんと都市計画として真正面からこれから考えていく必要があるのではない

かなというのが１点です。 

 もう１点目は、本日議論いただきたい事項の広域的な視点でのまちづくりをどのように

考えるかという点ですけれども、こちらについては以前よりもさらに人口減少が進んでい

きますし、担い手が不足していくということで、市域を越えて都市圏というものを考えた

場合に、限りある資源を効果的・効率的に使って、都市圏としての成長戦略や都市計画を

進めていくという仕組みそのものをちゃんと構築していく必要があるかなと思います。 

 その中で、群馬県さんもかなり御苦労されていますけれども、都市計画としてきちんと

都道府県が市町村に対して物を申していいという内容がそもそも何なのかということを、

もう少し明確にすべきではないか。つまり、地方分権が進んで、都道府県が口を出しにく

くなっているということがありますので、広域的な見地からの調整というのは具体的にど

ういうものを指すかということをきちんと国などが、ガイドライン的でもいいので、口出

しでいいよということをきちんと言えるようなことが必要ではないかと思っています。 
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 実際に、今、総務省で大都市ワーキングというグループワーキングが始まりまして、特

別市制度みたいなところが議論されるようになってきています。その中でいうと、さらに

政令都市などが特別市として都道府県から独立したいみたいな流れがある場合に、特に都

市計画の分野に関してはきちんと公益的な見地からチェック、評価、そしてある程度調整

できるような形を残していただかないと、もしそれが進むとなった場合ですけども、私は

大反対の立場ですけども、そういう動きもありますので、きちんと広域的な調整、連携と

いうものをどのように都市計画として進めていくかというのは早急に国交省側が検討しな

いと、また地方分権と同じような問題になってしまうのではないかと思っています。 

 最後に広域立適の話ですけれども、立適を広域化するというのは大事ですけれども、も

う既にたくさん立適をつくられている市町村もある中で、いきなりそれでまた広域という

のは難しいので、例えばですけれども、広域的に立適をもう１回つくり直すという形で、

市町村が立適の居住誘導区域、都市機能誘導区域などの見直しもできるという大義名分的

なインセンティブも含めて広域立適というものをつくっていく。プラス、それの実効性を

どう上げるのかということも必要で、それは国の補助制度、交付金制度などが広域立適に

即してきちんと交付していくという、国の政策としての一貫性みたいなものも担保した上

での広域立適というものをやる必要があるかなと思っています。 

 以上です。 

【○○分科会長】  ありがとうございます。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○臨時委員】  東北大学の○○と申します。 

 先ほど３つの事例をお話しいただきまして、本当にどうもありがとうございました。広

域で取り組んでいらっしゃることだとか、あるいは神戸では非常に個店が生き生きとして

いて、あの状況の中で駅前を頑張ろうというお話、あるいは長岡は我々の都市計画とか都

市デザインに関係する若い方がいっぱいいる中で、そういう方たちの希望となる街なかに

していこうという取組、どれもすごく重要なことをお聞かせいただいたなと思っておりま

す。 

 もし一つだけ質問させていただいてよろしいのであれば、神戸で超高層マンションの規

制に踏み込んでいらっしゃると思うのですけれども、その辺り少し、今回のクロススクエ

アとの関係等々も含めて教えていただければと思っています。 

 今回、資料３をいただきまして、一番最後のページに御議論いただきたい事項というの
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を６つほどいただきましたので、これを眺めておったのですけれども、これを受けて、今

日、私がいつも考えていることを少し申し上げたいと思っているのは、都市計画というも

のが本当に限界に来ているのではないかということです。 

 それは都市計画が持つ可能性といいますか、つまり都市計画、我々の人の暮らしに介入

するということは、創造性、クリエイティビティだとかイマジネーションというものが必

要なわけですけれども、それは計画というものの中に組み込めないので、そういうものが

なくても計画はできるという想定の中でやらざるを得ない。すなわち、そもそも計画が破

綻しているのではないか、あるいはそれで一生懸命計画をするので、どうしても計画が遅

れていく。こういったことは既に1950年代、60年代から様々な学問分野の中で指摘されて

きていることだと思いますけれども、それでもいろんな問題があるので、何とか都市計画

をやっていくわけですが、そうした問題というものが、ここにも書いていらっしゃる気候

危機とか災害対応、そういったことへの不備、あるいは地域というものが消失していって

いるということにあると思います。 

 すみません、このままやっていくと長くなるのでちょっとまとめますけれども、つまり、

一つは再開発事業のようなことによってどんどん都市化を進めてきた。都市化がされてい

ったほうの都市の部分、都市化をされたほうの非都市であった部分、あるいは都市化され

たけども都市になってない部分、いろいろあるのですけれども、そのどれにも大きな問題

を抱えていて、そこをもう１回根本的に見直すべきじゃないか。 

 とりわけ、私、被災の後の現場に行くことが多いのですけれども、そうすると被災後に

何が起こるかというと、もちろん個人で頑張っていらっしゃる方いるのですけれども、共

同体として立ち上がる人たちというのがいるのです。それが自治体とか行政のような公で

はなく、あるいは個でもなく、いわゆる共というもの、これは近代以降、非常に遅れたも

のだという位置づけの中で都市計画の中にも組み込まれてこなかったし、組み込んだほう

がいいのかどうかも分からないのですけれども、暮らしの単位というところがすごく重要

ではないかと思います。 

 それは具体的に言うと、顔が見える範囲ということです。顔というのは人を数ではなく

て、個人として尊重できる単位だということです。そういうことをもう１回、その価値で

すね、それは物と人、人と物、あるいは人と人、そういうものの関係の質がすごく大切だ

と。それを取り戻したいと思えるようなものができているまちがあって、それを都市化と

いうものが実は壊しているのではないか。そういう目で今、都市をもう１回再評価してい
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くことが重要ではないかなと思っています。 

 以上です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。御質問も出たかと思いますけど、あ

る程度御質問はまとめて御回答いただければと思っていますので、続けていきたいと思い

ます。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○臨時委員】  ○○です。よろしくお願いします。説明等ありがとうございました。 

 私もちょっと小さい話になりますので申し訳ありませんが、先ほど、○○先生のお話に

もありましたけども、ウォーカブルには各都市別の段階があって、ウォーカブルな環境を

つくるときに大企業がしっかり資金を出してくれるところと、歩いている人は多いけどあ

まり滞留しないという、私が関与しているさいたま市みたいなところと、歩く人自体が少

ない都市という、全然違うウォーカビリティ戦略の段階というのがあると思っています。 

 歩いている人は多いけど滞在しないというのは、神戸市は分からないのですけれども、

多分先ほど述べた段階だと１段階目と２段階目の間ぐらいかなと思いますが、再開発も背

後部のデザインがあまりつくりこまれていないといいますか、都心部ならば背後部もウォ

ーカブルを意識したような例があるのですけれども、そういった感じであるとなかなかう

まく全方位でまちとウォーカブルでつないでいけないというところがあると思っています。 

 ２段目の歩いている人は多いけど、滞在しないというところに関していうと、これもそ

れを仕掛ける組織の持続性みたいなものをどう担保するかも重要だと思っています。先ほ

ど、広場を貸しているという話を神戸市はおっしゃっていましたけども、資金源みたいな

部分をより持続的になるように考えていただく必要があるかなと思っています。具体的に

は道路占用料の話がよくあると思いますけども、今はほこみちなどでは９割減だと思いま

すけども、道路占用料の話もそれでも大都市だと高額になり、持続可能性において影響し

ていくところがありますので、デザインや公共性みたいなところをウォーカビリティで担

保するということができているのかを精査した上で、考慮していただくということがある

のかなと思っています。 

 あともう一つは、民間事業者の緑地確保に関する認定制度というのはすごくいいなと思

いますが、敷地内の話と、敷地と道路をつなぐところ、そしてストリート上の緑に対して

もつないで提案できるということができないかなというのを思っているところです。 

 今、ストリートプランツというものでストリートに緑を置くということをやっておりま
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すけれども、緑自体は最初から街路につくろうと思うと、管理の上で反対されることが多

いのですが、ないとまたそれで環境に不満を持たれるということで、そういったことでス

トリートの緑を別の枠組みで改めて提案するという形ができると、より都市の緑地に対し

て貢献があるのではないかなと思っています。 

 最後に、金沢でずっとまちづくりをやっていますので、金沢のほうで「のとボイス」と

いうものをやっております。その中で古民家をちゃんと再生して復興につなげていこうと

いう話をここのところ議論しています。というのは、公費解体や公営住宅の建設だけを考

えるのではなく、古民家で残っているもの、直せるものを使って復興につなげていこうと

いう話なのですけれども、そのとき個人の財産にお金を出しにくいというのは分かるので

すが、景観、風景を残すということを考えたときに、さっき○○先生もおっしゃっていま

したけど、「残す価値」というものをどうシェアしていくか、その価値を評価するような仕

組みというものがあるといいなと思います。なるべく修繕して使っていけるようにという

ことで、風景を残すような可能性ということも考えていく必要があるのではないかなと、

今、みなさんとの話し合いの中で思っているところです。 

 以上です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、○○委員さん、お願いします。 

【○○臨時委員】  駒澤大学の○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 事例３つ、御紹介いただきましてありがとうございました。非常に興味深い、活発なま

ちづくりをされているというふうに拝見、拝聴いたしました。 

 これらの事例やそのご発言にも関係するところはあるのですけれども、資料３で事務局

から御提供いただいた31ページの「本日ご議論いただきたい事項」という点の１つ目と５

つ目に関わって、２点ほど意見を述べさせていただければと思います。 

 資料にもございますように、今の日本というのは人口が減少し、経済が縮小する、いわ

ゆる「縮減社会」にあって、人口の増加によって求められた都市の整備ではなく、成長社

会の時代に整備された既成市街地をいかに維持していくのか、その維持をしていくための

運営管理に軸足を置くということが求められています。 

 このとき特徴的なのが、成長社会の整備が開発利益や利用の利益を生み出したことに対

して、縮減社会の運営管理というのは利益を生み出さず、地方に負担が強いられるという

点です。例えば、上下水道、道路、公園、教育施設などの都市施設の修繕や更新、さらに



 -23- 

は縮減社会によって縮小や放置、撤退も余儀なくされていると考えています。さらにスポ

ンジ化現象がもたらす空き地、空家、耕作放棄地などへの対処というのは、自治体におい

ても喫緊の課題になってきています。加えて言うならば、縮減社会というのは都市間の格

差が拡大していきますので、こうした縮減社会の問題やその負担というのは規模の小さな

地方に集中していくことになります。そうなると、地方創生の弊害になるということは容

易に想像ができるのではないかと思います。 

 しかしながら、このような変化と状況に対して、現行の都市計画法制は正面から取り組

まれていないように思います。したがって、特措法も含めて、都市計画法制において「『管

理型』都市計画」の視点を導入し、運営管理に軸足を置いた計画的な調査、修繕、更新と、

立地適正化計画などによる土地利用の選択と誘導によって、人々の生活環境を維持して活

力を生み出すことのできる、持続性のある都市を目指すべきだと思っています。 

 ２点目です。○○委員のほうから地方分権の話が出ましたけれども、地方分権30年とい

うことで、各地でシンポジウム等があって、議論がされています。そのなかで、地方から、

特に市町村から出される主な意見は、人材と財源が不足して、自治体が疲弊をしていると

いうものです。縮減社会というのは総数が減少するわけですので、その解決の方法として

は、「国、自治体の適切な役割分担」ということが非常に重要で、その再検討が必要ではな

いかと言われています。その議論のなかには、市町村から都道府県、都道府県から国へ移

譲したほうが、状況変化に適合している事務事業も存在しているのではないかという指摘

もあります。 

 私の研究対象の一つであるフランスにおいても、都市計画の策定権限が地方分権により

一旦、基礎自治体に移譲されたのですが、その後に、具体的には2010年頃からなのですけ

れども、都市計画の策定主体の中心を基礎自治体からより広域的な連合体に移行させてい

ます。また、基礎自治体が都市計画の策定や決定ができない場合には、国の基準や計画が

適用されるという制度も用意されています。 

 一方で、日本においても地方分権改革後の専門家ヒアリングでは、「分権により深刻化し

た問題として、広域調整の不在がある」などの指摘があります。また、災害関連の事務が

自治事務であるがゆえに進まないという実態があるようです。これらは先ほどの縮減社会

によって、より深刻化する問題ではないかなと思っています。 

 したがって、諸外国でもすでに行われているような、地域の実態に即した役割分担の在

り方を検討した上で、団体の規模や自治体の能力に応じた事務の配分や、それを補完する
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制度づくりが必要になっているのではないかと思います。 

 以上です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ありがとうございます。私のほうから４点、簡単に申し上げたいと思い

ます。 

 まず、１つ目ですけど、私も都市再生のところがちょっと話として多いのですが、１つ

目が都市再生を行う規模と範囲について、今日は特に資料３を見ながら思ったことがあり

ます。都市再生緊急整備地域の指定というのを見ても、すごく小規模なものから数百ヘク

タールのものまで結構開きがあって、都市再生を行うエリアの規模によって、それの効果

の検証方法ってかなり違ってくると思っています。どのようなデータを今後取っていくの

かということも考えながら、都市再生を行う範囲というのをよく考えていく必要性がある

と思います。 

 つまり、都市再生をどの規模で行っていくのかというのはかなり昔から、中活の話でも

結構あったと思いますが、大規模な指定をしている場合と小規模な場合で、投資をした効

果がどれだけ上がるのかというのは、広範囲だとその効果がすごく見にくい。これは都市

再生についても同じだと思うので、そもそもにぎわいをつくるといった場合も、そのプロ

ジェクトのにぎわいなのかそうでないのか、何をもってにぎわいができたと言えるのか、

これを含めて少し大きさのことを考えるということをいま一つ考えるのが大事ではないの

かと思います。 

 ２つ目が、都市再生の対象と都市の規模という話があるかなと思います。比較的、今日

の資料を見ていても、地方都市の都市再生の話というのがどうしてもクローズアップされ

ているように思います。しかしながら、私、都市再生の役割というのは、比較的人口規模

等々合わせて考える必要性があると思っていて、例えば容積率の緩和というのは地方都市

ではなかなかボーナスにはならないですよね。ところが、先ほどの神戸市さんのお話のよ

うにマンションを規制する。それでも開発が起きて、にぎわいがつくれるというところと、

容積があってもマンションしかつくれない、そういう地方都市というのがあって、この辺

り、かなり都市規模等影響してきますし、新規ビジネス以上に廃業のほうが多い都市では、

どうしてもマンションにいきがちだと思います。そうなると、都市規模別に都市の役割と

か、都市再生の役割というのを考えないと、再生のプログラムってつくれないのではない
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かということを思います。 

 ３つ目が、都市再生でつくる上でのハードの話です。世界の都市再生のプロジェクトと

いうのはかなり都市開発のハード事業によっていることが多い気がしていて、その際に都

市の抱えている課題の解決に資するものをそこに入れているように思います。多くの場合、

特に欧米、欧米でもアメリカはこの後どうなるか分かりませんけど、カーボンニュートラ

ル系の開発というのがかなり大事で、これって最初の初期投資の段階でどうするかがすご

く影響してくるからなのだと思うのです。これは投資家も入居者もカーボンニュートラル

でないと入らないとなると、これを日本でやっていかないと将来入居したい建物などがな

くなってしまって、投資先としての日本がなくなってしまったら困るなということを思い

ます。国際競争力を強めていくという観点からは、こういったことも非常に重要なテーマ

ではないのかと思います。 

 そして、大都市もそれをよくつくっていくという観点では、どうしても地方に目がいき

がちですけれども、大都市型で非常に強いものをつくっていくというメッセージも、国と

してお考えになっていく必要性がないかなと思います。 

 最後、４つ目が市町村間連携の、これまた範囲とか規模の考え方ですけども、地制調で

２期ぐらい前に広域連携の話がありましたが、その際に連携中枢都市圏という規模が提示

されたり、それ以外にも生活圏とか、広域都市計画区域とかいろいろありますが、これ一

体どの範囲で考えるのかといった方向性があってもいいように思います。今日、群馬県さ

んのお話で施設の連携の話がありましたけれども、一度つくったら維持管理コストがかか

るので、将来人口推計の上に施設をつくって、本当に必要なのかということを考える必要

性があると思います。また、連携する際には、計画評価に必要なデータベースのプラット

フォームをつくる必要性があるので、これを一体誰がやるのかも併せて考える必要性があ

るかなと思います。 

 以上です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  時間が限られていますので、今日は国土強靱化の１点だけコメントさせ

ていただきたいと思います。 

 御承知のように、今、実施中期計画の策定が佳境を迎えております。石破総理から６月

中に策定するようにという御指示をいただき、策定を急いでいるところでございます。 
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 今日、御発表いただいた群馬県、神戸市、それから長岡市、いずれも国土強靱化地域計

画を策定されておられます。群馬県さんは本日の資料の中に参照という形で触れられてい

るところですが、内閣官房の立場からいえば、マスタープラン、総合計画と国土強靱化地

域計画の策定のタイミングを合わせるのは難しいと思いますけれども、できるだけ内容を

すり合わせていただきたい。さらに地域計画の内容を実践につなげていく動きをつくって

いただくようにお願いいたします。 

 ２点目は施策連携、これがまた難しいのです。いろんな施策をどう連携するか。国の立

場で申し上げれば、省庁間の連携が容易ではない。同じ省の中でも局を超えた連携という

のは難しいですが、それ以上に地域を越えた連携というのはさらにいろんな困難性があり

ますが、その中でいい事例をいろいろつくっていただきたいと思います。 

 今ある政策連携の例として流域治水がございます。それから昨年から物流の効率化の検

討が進んでいますね。あれも非常に大きな施策の連携です。それから、厚生労働省がやっ

ておられる調剤の一部外部委託化、これは都市にとって大きなインパクトを持つ可能性が

あります。薬の宅配が可能になれば、そういう分野を拡大しさまざまな協業化も夢ではな

い。本当に地方で労働力が少なくなってきていますので、この協業化を通じて労働生産性

をあげないといけない。そういう意味で、ぜひいい事例をつくっていただければと思いま

す。 

 以上です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 ○○委員さん、大丈夫ですか。 

【○○（真）委員】  上智大学の○○でございます。すみません。本日は電車の遅延に

より遅刻しまして、大変失礼いたしました。私からも時間との関係で、３点ほど簡単にコ

メントさせていただきたいと。 

 まず、国交省の資料３の31ページの本日の論点との関係でいいますと、まず１点目のと

ころですけれども、「人口減少・少子高齢化が進む中で、『安心して働き、暮らせる地方の

生活環境の創生』に向け、持続性や活力のある都市再生・地方創生はどのように取り組む

べきか」ということでありますけれども、既にほかの委員のコメントにもありましたとお

り、今後、人口減少・少子高齢化社会を踏まえて、いろいろと都市再生・地方創生の在り

方について考えていくときには、既存の枠組みを抜本的に見直す必要がいろんな局面で出

てくるかと思います。 
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 その際には、人口減少という場合には、住んでいる人が減少するという話もありますけ

れども、自治体レベルでの公務の担い手が不足していくという話も出てきます。なので、

新しい枠組みを検討する際には、自治体側の負担軽減に対する配慮というものを必ずしな

がら、新しい枠組みなどについての検討は進めていく必要があるかと思っております。 

 特に、例えば地方分権との関係でいうと、近年、計画策定については自治体側への負担

が非常に重いということで、できるだけ計画策定にかかる負担を少なくしていく必要があ

るという話が国レベルで進められております。そういった観点から言うと、例えば計画に

関わる枠組みの見直しの際には、DXの恩恵の最大利用とか、あとそれから既に既存の計画

の枠組みなどがある場合には、そういったものを最大限活用して効率化していくなど、そ

ういった点への配慮が必要かと思っております。 

 あと、２点目のレジリエントなまちづくりに関わる話としては、持続可能でレジリエン

トなまちづくりというものを実現していこうとした場合には、既存のいろんな設備などの

取捨選択など、住民にとって痛みを伴う選択が迫られるような場面もあるかと思います。

そういった意味で、今後は関係主体間の合意形成というものが大きな課題となってくるか

と思いますので、こういったレジリエントなまちづくりの実現に当たっては、丁寧な合意

形成に対する配慮をしていく必要があるのではないかと考えております。 

 あと、それから５個目のポツ、都道府県や市町村間の連携という論点が提示されていま

すけれども、ここは既に複数の委員から御指摘があるとおり、都市の在り方については都

市の規模によって関わってくる論点というのが違いますので、そこはいろいろと区分けし

て考える必要があるのではないかと思っています。そういったときに、人材が豊富で力の

ある自治体の場合は、自分たちで積極的に連携の在り方などについても検討していけるの

かなと思うのですけども、そうではないところについては都道府県による支援というのが

非常に重要になってくるかと思いますので、そのような視点も忘れてはいけないかなと思

っています。 

 あと、さらに連携という場合には、行政関係の主体での連携にとどまらず、民間機関や

NPOなど、多様な主体との連携というのも視野に入れて考えていく必要があるかと思いま

すので、そちらの視点も忘れずにいられるといいかなと思っております。 

 以上でございます。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、こちらのサイドで、○○委員さん、お願いします。 



 -28- 

【○○委員】  國學院大學観光まちづくり学部の○○でございます。一つの質問と、そ

れからコメントをさせていただきます。 

 神戸市の先ほど発表していただいた、９ページの三宮クロススクエアについてですが、

こういった新たに開発されたところにテラスができて、そこで憩いの時間が持てるという

のは大変魅力的だと思いますが、新しい施設には家賃の関係で地元のお店が入りにくい傾

向があります。どうしても全国チェーンが入ってくる。そうすると、どこのまちに行って

も同じようなカフェやお店が並んでいるようになりがちです。地元の神戸らしいお店が入

れるような工夫をされているのかどうかというのを教えてください。 

 それから、私は昨日、この資料３をいただきまして衝撃を受けました。観光という文字

の記載が全くありません。都市局では観光はＮＧワードなのでしょうか。私から申し上げ

るまでもなく、人口減少の中で交流人口、関係人口を増やしていく中で、様々な都市にお

いても、いかに外部からお客様に来てもらうかというのは非常に重要だと思いますし、31

ページの３つ目、４つ目の丸に関しては、まさに観光と密接かと思います。もちろん都市

によってはオーバーツーリズムという問題もあります。先ほど群馬県の方からお話があり

ましたが、例えば群馬県の前橋の事例で、江戸期の創業した旅館で1970年代にホテルに変

わり、その後、2008年に閉館した古いホテルをリノベーションしたことによって、今やそ

のホテルが注目の場所になり、そこから前橋の観光がまた広がっています。地方都市にお

いても、観光の可能性というのはいくらでもあると考えます。 

 ただ、昭和からの観光というのは、観光事業者、観光関係者がいかにそこで最大利益を

もたらすかということで開発を進めてきたということで、その負の部分もありますが、私

どもの「観光まちづくり」という概念は、あくまでもお客様を受け入れる地域の方にとっ

て一番良い交流のパターン、一番良い受入れのパターン、そして無理をしない、地域の方

にとってもハッピー、そして訪れる方にとってもその地域をリスペクトできる交流を進め

る、それが「観光まちづくり」という考え方でございまして、この概念をぜひ、可能であ

れば、今回の議論の中でも一緒に皆さん方と議論を深めていければと思っております。 

 その上で、観光まちづくりの最大の悩みは人材です。その地域にとってもよかれ、観光

事業者にとってもよかれと、言うのは簡単ですけど、実際は難しいのです。そこをマッチ

ングする人材、コーディネートするような組織、そこが一番重要だと思っておりますし、

本学はそういった人材を輩出していきたいと思っていますけど、まだまだひよっこですの

で、その辺りの人材や組織づくりをどうしていくのかということも今後議論できればと思
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っております。 

 以上でございます。 

【○○分科会長】  御指摘ありがとうございます。神戸市さんに質問が出ておりますが、

この後の順番として○○委員、○○委員、○○委員、○○委員の順番で、まだ御質問が出

るかも分かりませんので進めてさせていただいて、その後に今回御発表いただいた３名の

専門委員の方からお答えと、あと追加のコメントがあればいただきたい。そういう順番で

進めさせていただければと思います。ということで次、○○委員さん、お願いします。 

【○○委員】  ありがとうございます。横浜市立大学の○○です。御発表の皆様、どう

もありがとうございました。私、ただいま住宅・宅地分科会の会長をしておりますので、

そこでの議論・意見を紹介させていただき、御提示いただいている論点を踏まえまして、

意見、感想を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、１つ目は、住まいという、暮らすこと、その質の向上が住宅そのものだけではな

く、住環境、サービスとより強くセットで考えていかなければならないというのは共通認

識になっている。その中で、都市のコンパクト化はより必須ではないかという意見が大変

多くなってきております。そこで、もっと戦略的な取組が必要ではないかという御意見を

たくさんいただいたところでございます。 

 本日は中心市街地の活性化という意味で、中心地に寄せていく、魅力をアップしていく

というのはよく分かったのですが、今後、郊外部のところにどういうふうにしっかり残す

のか、あるいは閉めていくのかといった戦略を超長期でつくっていく必要があるのではな

いかなと思っています。超長期のマネジメント計画、実はマンションでも築80年、100年ま

での計画をしっかりつくって、それに向かっていく。多くの人が合意形成を取って進めて

いかなければならないという意味では、そういった計画をつくり、見える化していくこと

が必要になりますので、都市においても、市民にとってこうした計画を見える化していく

ことが必要で、つくるだけではなく、一般市民にまでしっかり見える化していくというこ

とが重要ではないかなと思いました。１点目でございます。 

 ２点目は、改めて住宅地のエリアマネジメントが必要ではないかなと思いました。本日

の御紹介でも、エリアマネジメントというのは業務地域が中心になっている。これは財源

の問題、その財源を踏まえての人材の確保ということもあるかと思いますが、住宅地をベ

ースに、もっと言うならば、新規の住宅地をベースにしたエリアマネジメントは一定広が

っておりますし、これは現実的にはいろんな工夫をすれば可能かと思います。今後は、再
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生に関わるようなエリアマネジメントの手法をしっかりと確立していく必要があるのでは

ないか。これが先ほど言った、財源の問題、そして人材確保の視点も踏まえて、さらなる

住宅地のエリアマネジメントの実践が重要ではないかということが言えるのではないかと

思っております。 

 ３点目になります。こちらは都市の魅力アップ、エリアの誘導、さらに移住者の促進、

定住者の促進ということを考えていきますと、まちを魅力的にしていくということで、都

市の政策と居住政策とのさらなる連携が必要ではないかと思っております。先ほどもござ

いましたように、空き家を利活用するということ、これによってまちの魅力をより引き出

していく。空き家は単なる古い、使われなくなった住宅ではなく、そのまち、その地域の

暮らしの文脈の集約でもありますから、そういったものをしっかり使う。さらに言うなら

ば、魅力的な住まいがどう提供されるのかというのは、暮らす人、新たに移住してくる人

にとっても大変魅力的なことだと思いますので、空き家の利活用などを含めたアフォーダ

ブルハウスの提供ということ、居住政策との連携もしっかりと進めていただきたいという

ことでございます。 

 以上３点になります。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、○○委員さん、お願いできますでしょうか。 

【○○専門委員】  経団連の都市・住宅政策委員会から御推薦いただきまして参加して

おります、三井不動産の○○といいます。日頃皆さんに大変多方面でお世話になっており

ます。本日は貴重なお話、ありがとうございました。民間の事業者でもありますので、少

し視点を変えまして、私からはイノベーションを生む都市、成長型経済に資する都市の在

り方についてちょっとコメントをさせていただきます。 

 まず、昨年の骨太方針2024ですが、そこには日本経済を成長型の新たなステージへと移

行させていくことが、経済財政運営における最重要課題だというふうに記載されておりま

す。人口減少下において成長型経済を実現するには、イノベーションが必要不可欠になる

と思っております。 

 イノベーションを起こして新たな事業として成立するには、資金や高度人材の獲得、事

業会社との連携、会計や税務や知財その他いろんな専門家の支援、人、物、金、知恵、こ

ういったものが集まって、それが一体となって機能する、言わばイノベーションエコシス

テムが必要だと思っております。そのエコシステムの継続・発展のためには、リアルな集
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積が極めて重要となっています。リアルな集積のためには、様々な人が多く集まる仕掛け、

環境が重要でして、そのためにも快適な住宅であったり、教育環境であったり、買物、飲

み屋、娯楽施設のような一見イノベーションとは直接関係ない、そういったものも含めて

様々な都市機能が集積している、そこが重要だと思っています。その規模の違いはあれど、

都市には既にその機能や要素が備わっています。 

 ですので、イノベーションエコシステム、これは都市において構築しやすくて、エコシ

ステムが発達し、知と知が融合し、それぞれの都市で特徴あるイノベーションが次々に創

出されること、そのことで日本の成長型経済が実現可能になるのではないかと考えており

ます。 

 また、都市というと、大都市と地方という対立軸で語られることも多いのですけれども、

大都市圏はもちろん、地方にも一定の集積がある都市は多数存在しております。規模に応

じて、都市に求められるイノベーションの役割は異なってくると思います。例えば大都市

は国際競争力の強化に資する、まさに日本全体を牽引することが求められますし、中小都

市は地域の成長の原動力となることが期待されています。先ほど御説明いただいた長岡市

さんの取組などは日本のいろんなエリアで応用可能なのではないかと、大変よい事例だな

と思っております。 

 ということでまとめますと、まさにいま一度、都市の役割を成長型経済に資する舞台だ

という位置づけをして、産官学あらゆる知が融合してイノベーションを創出する。加えて、

人口減少や都市部の防災・減災、１人当たりの生産性向上や環境問題や観光立国の在り方

等、社会の課題解決や目標、こういったものを念頭に置いた、より広い視点での成長型経

済に資する都市の在り方、都市の再生を改めて議論して、またそれを強く後押しする具体

政策を打ち出していただきたいと考えております。 

 以上です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、○○委員さん、お願いいたします。 

【○○専門委員】  ありがとうございます。日本商工会議所の○○です。地元・長野県

佐久市の商工会議所で副会頭もしております。また、まちづくり会社の代表でもあり、商

店街の理事長も務めております。今回、都市の個性の確立と質・価値の向上に向けた議論

が開始されたことについて、非常に大歓迎しております。これは地方都市にこそ必要な本

質的な議論であると考えています。 
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 資料10ページでございますけども、地方からの転出理由として「まちなかの魅力が乏し

い」ということを挙げられていますが、地方創生2.0のもと、地方への人流をつくるために

は、地方都市の利便性・多様性を高め、若者・女性が住みたい、働きたい、戻りたいと思

う都市に脱却する必要があります。 

 そこで地方都市の民間サイド、現場の立場から、３点を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 １点目は、都市再生における地方都市の役割、位置づけを強化すべきという点でござい

ます。これから生き延びていける地方都市は、地域の人々に期待される役割を果たしてい

けるまちだけだと考えています。地域の稼ぐ力を新たな投資や消費につなぐ結節点である

地方都市の役割を果たすためには、よりスピードアップして都市構造を変えていくことが

必要です。 

 このため、資料25ページにあります大都市の国際競争力強化はもちろん必要だと思いま

すが、地域経済の循環を促すローカルファースト、まさに地域経済循環の視点に立った地

方都市の競争力強化が不可欠だと思います。このローカルファーストは、地域の歴史・文

化をしっかり掘り進め、個性を生かせるテーマだと考えています。足元では国内投資の拡

大や好調なインバウンド等、地方都市の稼ぐ力を高めるチャンスを迎えていますが、地方

都市に活力がなければ買物弱者、交通弱者への対応も困難です。産業政策や観光、地域交

通との連携を深め、地方都市の再生を加速するべきだと思います。 

 ２点目といたしまして、地方都市における投資促進を促す仕掛けづくりをお願いしたい

と思います。地方都市では人口減少によって新たな投資が起きにくく、市街地の老朽化も

あり、投資コストが上がっている。また、その結果、ビジネスの場として魅力が低下し、

まちなかの新陳代謝が進みにくい悪循環に陥っております。民間も儲からないエリアには

投資はしません。昨年、私はアメリカのアイオワ州に行ってまいりまして、米国各地で取

り組まれているメインストリートプログラムの視察研修をしてきました。これはダウンタ

ウンを再生するプロジェクトですけども、そこで驚いたのは、企業がしっかりまちなかに

投資をしているということ、また、基礎自治体でも、投資の観点からまちを再生していく

という考えが共有されている点であります。 

 ただ、資料28ページにあるように、日本でも各地でまちづくり会社によるリノベーショ

ン等が行われておりますけども、開発スピードに限界がありまして、地方都市の特性に合

った身の丈の都市開発を民間主導、公民共創で抜本的に進めるためには、公的支援による
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てこ入れが必要であると考えています。こうした中で、昨年措置された商業施設の除却支

援は、民間としても、とてもありがたいことでした。まちなかへの投資を促進する観点か

ら、さらなる拡充など、より踏み込むべきだと考えております。 

 最後に、まちづくりのプレーヤーの支援強化をお願いしたいと思います。まちもエンジ

ンがないと動きません。マンパワーも非常に大切です。まちなかの再開発投資に積極的に

取り組んでいるまちづくり会社もありますが、ノウハウや再投資への資金余力、投資回収

のサイクル等の制約から新たなリスクを取りづらく、小規模連鎖的な開発が困難である現

状にあります。民間主導、公民共創における持続可能なまちづくりを進めるためには、地

方創生2.0の枠組みの中で、まちづくり会社等の都市開発事業に対する抜本的なインセン

ティブ強化など、さらなる投資を後押しするような支援をお願いしたいと思います。 

 まちづくり会社は収益がないと持続しません。私の地元・佐久市岩村田は中山道の22番

目の宿場町でございまして、1965年、今から60年前に高度化防災街区認定事業でしっかり

つくり変えたのですけども、もうかなり老朽化をしております。そこで10年前から都市再

生整備計画という形で、岩村田宿を丸ごと道の駅にしようということをテーマに、環境デ

ザインの方向性や商店街の顔のアイデアを検討してまいりました。 

 そこで、宿場町ですから原点回帰をいたしまして、新・宿場町として再生に取り組んで

おります。観光客が850万人来ると言われている軽井沢は、新幹線で９分、道路を使って車

で約20分から30分の距離ですので、軽井沢を訪れる観光客をターゲットに佐久に寄っても

らうべく、発酵食品のまちにしたらどうだということで、飲食やお土産の商品等々を開発

しながら、今取り組んでいるところでございます。これまで、地権者の同意や民間資本の

確立等、民間側でできるところは着実に環境が整いつつありますが、難しい課題も抱えて

います。１つ目は、各地でも直面している、まちづくりに割ける自治体の財政余力の問題、

２つ目は、宿場町のようなまち個性を生かした中心市街地の再生と、東京の事例・資本を

そのまま地方に持ち込んでミニ東京を作ろうとする考え方との価値観のギャップです。し

たがって、今こそ、地方都市の再生に必要な抜本的な議論をしっかりと深掘りしていただ

きたいなと思います。 

 以上です。 

【○○分科会長】  ありがとうございます。 

 すみません、○○委員さんお待たせしました。コメントをいただければと思います。よ

ろしくお願いします。 
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【○○委員】  ありがとうございます。一橋大学の○○と申します。本日オンラインで

１人だけ参加をさせていただき、申し訳ありません。ありがとうございます。今までの先

生方の御発言に尽きているのかなと思いますが、私からは簡単にコメント、感想を大きく

１点お伝えしたいと思います。 

 まず、本日のお話、群馬県さんからは広域区域マスタープランの活用について、特に印

象に残りました。また、神戸市さんの再整備基本構想に基づく魅力的なまちづくりの話、

長岡市さんからはイノベーション地区創設、いろいろなお話があったのですけれども、イ

ノベーションの話。それから、省略されてしまいましたが、資料３の29ページにあった、

○○先生が座長をされている個性確立懇談会の話も聞きたいことはいっぱいあるのですけ

れども、資料をいただいて勉強させていただきました。 

 私は○○先生と違って地方自治の専門家でもありませんし、まちづくりの専門家でもな

いのですが、行政法という観点から、先生方が議論されている内容を法制度として実装し

ていくというのですかね、社会実装を実現していくにはどういうことを考えなければなら

ないのかという観点でいつも物を考えておりまして、そういう問題関心からいたしますと、

今日、議論を集約するのはとても難しいのですけれども、恐らく今日の議論全体を象徴し

ているのは、先ほど○○先生の御発言にあった都市計画制度に限界が来ているという御発

言ではないかなと思いました。これは法制度という領域に引き戻すと、当然ながら都市計

画法の都市計画の制度ということになるかと思うので、コメントは31ページにあるような

課題を解決する議論をした行き先の中で、都市計画法の都市計画、それからマスタープラ

ンという、２つの行政の手法を概念、根本から見直す必要があるんじゃないかなと感じて

おります。これが結論としてのコメントです。 

 概念から見直すというのはどういうことかと申しますと、先に言い訳をしますと、私、

地方自治の専門家ではないので、かなり非常識な、常識的ではない話をしてしまうと思う

のですけれども、今の都市計画法は当然のことながら、都市計画もマスタープランも主体

は地方公共団体、地方自治体がつくるもの、これは何を意味しているのかというと、これ

も当然ですけれども、計画をリアルな土地の所在地を区域として考えているものになって

いる。 

 しかし、昭和43年の都市計画法の時代ではなく、今、デジタル技術、DXが随分進んでき

て、これを都市計画の領域にも活用しようという議論がある昨今において、地方自治体が

主体となってリアルな所在地を対象と区切る都市計画とはまた違うタイプの都市計画マス
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タープランがあってもいいのではないかなというのを、今日、先生方の議論を聞いていて

思いました。 

 具体的には、例えば地域の特性に着目し、それを注目点とするミクロな区域での計画で

あったり、または広域的には越境、飛び地も含めた広域連携計画が考えられないかという

話。そして、それらがばらばらな状態であったらまずいので、多様な計画を、いろいろ存

在する計画を統合調整する機能を有するマスタープランを見直すという議論があり得るの

ではないかと思いました。もちろん都市計画のベースが、リアルな土地の所在地の枠、基

本とするものであるということには変わりはないわけですけれども、少し違った発想で令

和流の都市計画というものを、この機会に考えてみるという議論もあり得るのではないか

と思いました。 

 すごい抽象的な話しか私の中にはなかったのですけれども、ここまで先生方のコメント

をずっとお伺いしていて、幾つもアイデアが提示されているような気もしておりまして、

例えば○○先生からお教えいただいた管理型の都市計画という考え方であったり、またフ

ランスの例を御紹介いただいて、都市計画の策定主体のコントロールの話が出てきていた

かと思います。また、○○先生のお話からは、人口規模に着目して都市再生というものを

考えていかないといけないというお話もいただいており、○○委員のお話からはイノベー

ションに着目するという、幾つも具体的な議論のシーズはいただいていたような気がする

ので、そのような観点から制度の見直しというのもあり得るのかなと考えたというコメン

トです。ありがとうございました。 

【○○分科会長】  どうも抜本的な御意見ありがとうございます。多分、僕はここでコ

メントしないとコメントできなくなりそうなので、すみません、私からもちょっとだけコ

メントさせていただいて、それで御質問の回答をいただく流れにしたいと思います。 

 僕からは短くしたいので。資料３の最後の、本日御議論いただきたい事項の中で、どな

たも発言されなかった一番下、自動運転等の新技術、ここは何かコメントしたほうがいい

かなと思ったのですけれども、○○委員さんが観光のキーワードないよっておっしゃった

のですが、印象としては交通のキーワードも薄いなというふうに思いました。自動運転だ

けですかみたいな感じがちょっとしています。特に投資の御意見もいただいていますが、

例えば宇都宮のLRTが非常に好調で、LRT沿いに人口も集中しているし、非常に工場投資も

進んでいるみたいな話もあって、実空間の中でどういうふうに交通投資をしていくのか、

もしくは交通軸が消滅しないようにしていくのかみたいな観点というのはあるのかなと。 
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 その中で、自動運転もアクセルを入れていけばいいと思うのですが、自動車って非常に

便利なものなので、ポイントポイントで行かれちゃうと街なかに人が出てこないので、DX

ではなくてむしろリアルスペースですよね、RXって呼んでいるんですけれども、リアルス

ペースにどうやって人を戻すかということにデジタル技術をうまく使う。デジタル赤字、

海外に流されないようにして、戦略的に投資をつくっていくという観点が要るのかなと思

いました。 

 あともう一つだけ、下から２つ目の広域連携はもう皆さん御指摘のとおりなので、何と

かしたほうがいいと思うのですが、ベースにある考え方が競争、お互い足を引っ張り合う

みたいな競争の概念がベースになっているのはまずいと思っていて、協調の発想に変えて

いかないとうまくいかないかなと思っています。 

 僕からは以上です。 

 ということで、まず御質問、神戸市に２件いただきましたので、○○委員のほうから御

回答いただいて、その後、群馬県さん、長岡市さんから追加コメント等ございましたら、

いただければと思いますということで、○○委員さんお願いできますでしょうか。 

【○○専門委員】  神戸市の○○でございます。 

 まず、○○委員から御質問ありましたタワマンの規制に踏み切った背景ということでご

ざいますけども、神戸の都心の商業地域というのは高容積が指定されておりますので、デ

ベロッパーから見るとタワーマンションというのは事業性がいいということで、市場原理

に任せるとそっちのほうに進んでしまうと。ただ、都心に居住機能というのが増え過ぎま

すと、商業とか業務機能を立地させる余地が少なくなってしまうということで、都市の魅

力とか活力が低下しているのではないかというのが一つ。 

 それから、極めて狭い都心というエリアに人口が集中してきますと、小学校ですとか、

そういったインフラへの負荷というのが大変大きいというのがもう１点。 

 それから、タワーマンションというのは更新の合意形成がなかなか難しいのではないか、

更新が進まないのではないかという問題意識もございまして、持続可能なまちづくりとい

う観点から見ると、都心という場所に人口を集中させるのではなくて、神戸市の場合は公

共交通網がかなり発達していますので、それを生かしながら、郊外のほうに居住機能をで

きるだけ持っていって、市全体でバランスの取れたまちづくりをしていきたいというのが

背景としてございます。 

 その中で、クロススクエアとの関係性ということも御質問いただきました。クロススク
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エアはまさに三宮駅前の中心のところですけども、あくまで皆さんの居心地のいい空間を

つくろう、神戸の顔となる空間をつくろうというところに、市場原理に任せると沿道にマ

ンションが建ってきたときに、本当にそれが神戸の顔としていいのかというところで、ク

ロススクエアの周辺というのは住宅はやめましょう、それによってにぎわいをつくってい

きましょう、そういう考え方で、クロススクエアの周りについては住宅は禁止という形に

させていただいております。 

 それから、○○委員から御質問がありました、クロススクエアに地元のお店が入るのか

という御質問でございますけども、こちら９ページの写真に写っていますのは、今JRで建

設中のビルになりまして、ここにどんなお店を入れるのかというのはまさにこれからJRと

一緒に話していくのですけども、例えばそういう中でも、今、目の前の空間をどうしてい

くのか、これは先ほど御説明したように、エリアマネジメントの検討会、協議会みたいな

中でこの空間をどうつくっていくのか、そういう中にJRも入ってきていますので、そうい

ったことも含めまして、この空間にJR側にはどんな店があったらいいのか。先ほどの建築

物と公共空間が一体となった空間をつくる中で、JRのほうに働きかけていくとか、一緒に

話をしていくということかなと考えてございます。以上が質問の答えでございます。 

ちょっと時間もあれですけども、先生方のお話をお聞きして感じたことを少しお話しさ

せていただきますと、国交省の資料３の最後のところにあります、人口減少・少子高齢化

に向けて、持続性や活力のある都市再生・地域創生はどのように取り組むべきかというと

ころで、我々としてはマクロの視点とミクロの視点の大きく２つが大事かなと思っており

まして、マクロの視点のほうはある程度都市計画の中で法制度というのが用意されている

と思うのですけども、ミクロのほうは地区計画とか、かなり限定的な手法ということで、

そちらのほうがこれからより大事になってくるのかなと考えております。 

 マクロのほうでいうと、先ほど言われたコンパクト・プラス・ネットワークであるとか、

市街地と郊外のバランスだとか、そういったものを都市の個性に応じてつくっていく。そ

れについては、いろんな手法がだんだん用意されてきているのかなと。 

 一方で、ミクロのほうでいうと、多様な主体が交わりながらエリアの価値を高めるみた

いな取組をそれぞれの地域の個性に応じてやっていかないといけない。民間の交わり方と

いうのは、今お話しありましたエリアマネジメントだけではなくて、NPOが入ってくるとか、

空き家、空き地を活用するとか、公園を使って収益を稼ぐとか、そういった住宅地でもで

きるような仕組みも含めて、多様な主体が交わりながらエリアの価値を高めていく、そう
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いうところに都市計画としてどう関わっていけるのか、そういうところをこれから考えな

いといけないのかなと感じました。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、○○委員さん、○○委員さん、すみません、一言ずつになるかと思いますが、

よろしくお願いいたします。 

【○○専門委員】  今日は貴重な御指摘ありがとうございました。群馬県、特に立適に

関していろいろ市町村から意見を聞くと、つくりたくてもつくれない。特に居住誘導区域

というのが用途地域内とか、市街化区域内に限られているというのもあるので、例えば中

小の山間部に近いところもつくりたいけど、自分のところは範囲が狭いというふうになっ

て、二の足を踏んでいるというのも聞きます。できれば、特に群馬県なんかも地方ですが、

集落とか既存のまとまりもありますので、そういうところも居住が誘導できるような方向

になったらいいかなとちょっと考えています。 

 あと、都市計画制度の限界という話がありましたけども、ちょっと思っているのは、例

えば居住誘導区域のようなものが都市計画決定の仲間に入るというのも一つはいいのかな

とちょっと考えたりはしています。 

 以上です。 

【○○分科会長】  ありがとうございます。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○専門委員】  いろいろな御指摘といいますか、御意見ありがとうございます。 

 我々長岡市としても中心市街地、先ほど御説明したようにやっています。行政もそれな

りに投資をしてきている中で、その説明といいますか、その効果について求められている

という意味で、地域全体を支える中心が各地域を地域全体を支えていくための場所になっ

ていく必要があるという視点で取り組んでいきたいと思っているところですが、その中で

も先ほども出た公共交通ネットワーク、地域をつなぐネットワークについても本当に人が

足りないという、どこも同じ話かもしれないですけど、比較的乗客が乗っている路線につ

いてもドライバーさんがいなくて減便しているという現状もある中で、本当に自動運転と

いうのを実現していかなきゃいけないのではないかということを、こちらの交通担当の部

局でもいろいろ考えているところなのですが、そういった中で地図の電子化なんかとも連

携できないのかということも想像しているところです。 
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 例えば先ほど広域調整という話もありましたが、新潟県はもともと112市町村が30にな

ったという、かなり激しい合併をした関係で、私ども長岡市も11市町村が合併しているの

で、市の中で、先ほど言いましたように非都市計画区域もある。実際、都市計画区域に入

れようにも、山間部の山古志もあるわけなので、そういったところで中心市街地をしっか

り盛り立てて、地域の各拠点をつくっていかなきゃいけない。そこをつくるための有効な

ツールというのが、都市計画が使えればいろいろなツールが使えるのですが、共通のツー

ルが使えないというところがこれからの課題といいますか、こういった広域合併したとこ

ろは、恐らくほかの自治体さんも同じような状態になっているのではないかなと思うので

すが、そこは何か工夫をしなきゃいけないなと思っているところです。 

 あと、先ほども先生がおっしゃった、これから競争じゃなくて、創っていくような共創

をしていかなきゃいけないというのは、全く私も同感だと思っております。自治体は消え

るわけにはいかないので、みんなで地域で進んでいくという意味では、長岡についても周

辺地域も含め、昔からこのエリアで一番大きな市だったということもあるので、そういっ

た視点も引き続き持ちながらまちをつくっていかなければならないと思っているところで

す。 

 簡単に感想です。 

【○○分科会長】  どうもありがとうございます。 

 本来であれば事務局からもコメントいただいて、第２ラウンドにいければなと思ってい

たのですけども、すみません、司会の不手際で時間となってしまいました。 

 ということで、かなり厳しい御意見もいろいろいただけたかと思います。非常に有意義

な御意見いただけたかと思いますので、次回以降は具体の話題に入って、審議をいただく

ということになるかと思います。 

 ということで、以上で本日の議事を終了させていただければと思います。 

 次回以降は、都市計画基本問題小委員会という形で開催することになることを御了解い

ただければと思います。テーマや進め方に関しましては、今日の委員の皆様の御意見を反

映いただいて、事務局で整理いただいて、また検討して出していただくということで、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。どうも進行の御協力ありがとうご

ざいました。 

【井浦総務課長】  分科会長ありがとうございました。また、委員の皆様におかれまし
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ては、活発な御審議、御意見賜りましてありがとうございました。 

 今後の都市計画基本問題委員会のテーマや進め方につきましては、本日頂戴いたしまし

た御意見を踏まえまして、事務局において整理・検討し、小委員会長と相談させていただ

ければと存じます。 

 最後に、事務局から連絡事項がございます。 

 お手元の資料につきましては、そのまま机の上に置いていただけましたら、後日、事務

局より郵送にてお送りさせていただきます。 

 また、本日の会議の議事録につきましては、後日、委員等の皆様に送付させていただき、

御了解をいただいた上で公開する予定でございます。 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を終了させていただきます。 

 本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


